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違反開発防止の取組について（情報提供） 

日頃は、豊田市開発事業対策協議会の運営に御理解・御協力を賜り、厚くお礼申し
上げます。各団体において違反開発防止の取組を実施していただいておりますが、豊
田市が実施予定の取組について下記のとおり情報提供します。 

記 

   １ 取組内容  手続条例で規定する標識へのステッカー貼付け（別添参照） 
           ※手続条例の承認時にステッカーを配布し、事業者に標識へ

の貼付けを依頼します。 

   ２ 開始時期  令和４年１２月１２日から（予定） 

裏面あり 



   ３ そ の 他 
（１）今回は、試験的に手続条例第６条第８号に該当する開発事業の事業者に

配布します。状況を確認しながら、配布対象を拡大する予定です。 
（２）各団体内で周知していただくようお願いします。 

《問合せ先》 
豊田市開発事業対策協議会事務局 
豊田市 都市整備部 開発調整課 
啓発・指導担当 花木、市川 
電 話 0565-34-6744（直通） 
ＦＡＸ 0565-34-6011 
メール kaihatsu＠city.toyota.aichi.jp 


